
令和５年度における重点立入業種の選定について 

 

令和５年５月３０日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

令和５年３月１日、公正取引委員会は、「令和５年中小事業者等取引公正化推

進アクションプラン」（以下「令和５年アクションプラン」という。）を策定し、

適正な価格転嫁の実現に向けて、更なる取組方針を取りまとめた。 

本日、公正取引委員会は、令和５年アクションプランに基づく取組として、令

和４年度における下請法上の「買いたたき」の処理状況等を踏まえ、令和５年度

の下請法上の重点立入業種として、情報サービス業、道路貨物運送業、金属製品

製造業、生産用機械器具製造業及び輸送用機械器具製造業の５業種を選定した

（別紙参照）。 

公正取引委員会は、今後、これらの業種について重点的な立入調査を実施して

いく。重点的な立入調査を通じて、親事業者と下請事業者との間で協議を経ない

取引価格の据置き等が認められた事案については、下請法上の勧告又は指導を

迅速かつ積極的に実施する。 

 

  

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 
電話 ０３－３５８１－３３７３（直通） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/ 



 

令和４年度における下請法上の「買いたたき」913件の処理状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）（）内は前年度の件数及び割合。 

（注２）小数点以下第２位を四捨五入しているため、割合の数字の合計は必ずしも 100とな

らない。 

  

別紙 



 

「令和５年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」の策定について 

 

令和５年３月１日 

公正取引委員会 

 

（略） 

 

第２ 下請法の執行強化等 

１ 重点的な立入調査の実施 

   公正取引委員会及び中小企業庁は、令和４年５月３１日、令和３年度にお

ける下請法違反被疑事件の処理状況等を踏まえ、下請法上の重点立入業種

として、道路貨物運送業、金属製品製造業、生産用機械器具製造業及び輸送

用機械器具製造業の４業種を選定した。公正取引委員会は、令和５年２月末

までに、１６８件の重点的な立入調査を実施した。 

   今後、公正取引委員会は、令和４年度における下請法違反被疑事件の処理

状況等を踏まえ、令和５年５月を目途に令和５年度の下請法上の重点立入

業種を選定し、重点的な立入調査を実施する。重点的な立入調査を通じて、

協議を経ない取引価格の据え置き等が認められた事案については、下請法

上の勧告又は指導を迅速かつ積極的に実施する。 

（略） 
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